
◎公職選挙法の一部を改正する法律 
（令和四年一一月二八日法律第八九号）   

一、提案理由（令和四年一一月二日・衆議院政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関す

る特別委員会） 

○寺田国務大臣 公職選挙法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び

内容の概要を御説明申し上げます。 

 この法律案は、衆議院議員選挙区画定審議会が行った衆議院小選挙区選出議員の選挙

区の改定案についての勧告を受けて、衆議院小選挙区選出議員の選挙区の改定を行うと

ともに、衆議院比例代表選出議員の各選挙区において選挙すべき議員の数を改める措置

を講じようとするものであります。 

 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。 

 第一に、令和二年の国勢調査の結果に基づき衆議院議員選挙区画定審議会が行った勧

告を受けて、当該勧告どおり二十五都道府県において百四十選挙区の改定を行うことと

しております。 

 第二に、令和二年の国勢調査の結果に基づき、衆議院比例代表選出議員の選挙区にお

いて選挙すべき議員の数を東京都選挙区で二、南関東選挙区で一増加させるとともに、

東北選挙区、北陸信越選挙区及び中国選挙区で一ずつ減少させることとしております。 

 なお、この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行し、この法律に

よる改正後の公職選挙法の規定は、施行日以後初めてその期日を公示される衆議院議員

の総選挙から適用することとしております。 

 以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要でございます。 

 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同賜りますようお願い申し上げます。 

二、衆議院政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員長報告（令和四年一一

月一〇日） 

○平口洋君 ただいま議題となりました法律案につきまして、政治倫理の確立及び公職

選挙法改正に関する特別委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 

 本案は、令和二年国勢調査の結果に基づき衆議院議員選挙区画定審議会が行った衆議

院小選挙区選出議員の選挙区の改定案についての勧告を受けて衆議院小選挙区選出議員

の選挙区の改定を行うとともに、同調査の結果に基づき衆議院比例代表選出議員の各選

挙区において選挙すべき議員の数を改めるものであります。 

 その主な内容は、 

 第一に、衆議院小選挙区選出議員の選挙区について、二十五都道府県において百四十

選挙区の改定を行うものとすること、 

 第二に、衆議院比例代表選出議員の選挙区において選挙すべき議員の数を、五選挙区

について改めるものとすること 

であります。 



 この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行するものとし、この法

律による改正後の公職選挙法の規定は、施行日以後初めてその期日を公示される総選挙

から適用することとしております。 

 本案は、去る十一月一日本委員会に付託され、翌二日に寺田総務大臣から趣旨の説明

を聴取し、八日に質疑を行い、討論、採決の結果、賛成多数をもって原案のとおり可決

すべきものと決しました。 

 なお、本案に対し附帯決議が付されましたことを申し添えます。 

 以上、御報告申し上げます。 

○附帯決議（令和四年一一月八日） 

一 この法律の施行後においても、国会議員を選出する選挙制度は重要な課題のため不

断に見直していくべきものであり、人口減少や地域間格差が拡大している現状を踏ま

えつつ、立法府の在り方を含め、議員定数や地域の実情を反映した選挙区割りの在り

方等に関し、国会において抜本的な検討を行うものとする。 

二 当該検討に当たっては、速やかに、与野党で協議の場を設置し、円満かつ公正公平

な運営の下、充分な議論を行い、次回の令和七年の国勢調査の結果が判明する時点を

目途に具体的な結論を得るよう努力するものとする。 

三 今回の区割り改定により、区割りが変更される選挙区が多数に上るため、政府にお

いては、有権者に混乱が生じることのないよう新たな選挙区に関し十分に周知徹底を

行うこと。  

三、参議院政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員長報告（令和四年一一月一八

日） 

○古川俊治君 ただいま議題となりました法律案につきまして、政治倫理の確立及び選

挙制度に関する特別委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。 

 本法律案は、衆議院議員選挙区画定審議会が行った衆議院小選挙区選出議員の選挙区

の改定案についての勧告を受けて衆議院小選挙区選出議員の選挙区の改定を行うととも

に、衆議院比例代表選出議員の各選挙区において選挙すべき議員の数を改めようとする

ものであります。 

 委員会におきましては、区割り変更に関する有権者への周知、議員定数増による一票

の較差是正、洋上投票制度の対象の拡大の必要性、寺田総務大臣の政治資金及び選挙運

動費用に係る問題等について質疑が行われました。 

 質疑を終局し、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して井上哲士委員より、

れいわ新選組を代表して舩後靖彦委員より、それぞれ反対する旨の意見が述べられまし

た。 

 討論を終局し、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決

定いたしました。 

 以上、御報告申し上げます。 


